
  後進地域開発特例法適用団体農山漁村地域整備交付金関係開  

発指定事業補助率差額金交付要綱 

 

 

                                   平成 23 年３月 31 日付 22 農振第 2400 号 

最 終 改 正   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 付 ４ 農 振 第 3 4 4 7 号 

 

 

                              農林水産事務次官 

 

 

第１  後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和

36 年法律第 112 号。以下「特例法」という。）第２条第１項に規定する適用団体（以

下「適用団体」という。）が行う同法第２条第２項第２号、第４号、第７号、第 10

号及び第 12 号の開発指定事業のうち農山漁村地域整備交付金に関するもの （以下

「農山漁村地域整備交付金関係開発指定事業」という。）について同法第３条の規

定により国が負担する通常の負担割合（以下「通常負担割合」という。）を超えて

その経費を負担することとなる場合におけるその超える部分の額（以下「補助率差

額金」という。）の交付に関しては、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の

負担割合の特例に関する法律施行令（昭和 36 年政令第 258 号）、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、

農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）、予算科目に係

る補助金等の交付に関する事務について平成 22 年度の予算に係る補助金等の交付

に関するものから地方農政局長に委任した件（平成 22 年５月 12 日農林水産省告示

第 733 号）及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成 13 年度の

予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局長に委任した件（平成 13

年４月 13 日農林水産省告示第 538 号）に定めるもののほかこの要綱の定めるところ

による。 

 

第２  適正化法第５条の規定に基づき、補助率差額金の交付を申請しようとする適用団

体は、当該団体の区域を管轄する地方農政局長（北海道にあっては農林水産大臣）

が定める期日までに申請書（別記様式）を当該団体の区域を管轄する地方農政局長

等（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長。以下同じ。）に提出しなければ

ならない。 

  ２  地方農政局長等は、適用団体から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林

水産大臣に交付決定の依頼をするものとする。 

 

第３  農林水産大臣は、第２第２項による依頼を受け、適正化法第６条第１項及び第３

項の規定により補助率差額金の交付を決定する場合、地方農政局長等を経由し適用

団体に通知する。 

 

第４  農林水産大臣は、適正化法第 15 条の規定により額を確定する場合、地方農政局長

等を経由し適用団体に通知する。 



附則 

 １  この通知は、平成 25 年５月 16 日から施行する。 

 ２  地域自主戦略交付金制度要綱の廃止について（平成 25 年５月 15 日付け・府分推

第 33 号内閣府事務次官通知・警察庁甲官発第 161 号警察庁長官通知・総官企第 138

号総務事務次官通知・25 文科施第 63 号文部科学事務次官通知・厚生労働省発会 0515

第２号厚生労働事務次官通知・25 農振第 265 号農林水産事務次官通知・20130501

財地第２号経済産業事務次官通知・国官会第 234 号国土交通事務次官通知・環境政

発第 1305101 号環境事務次官通知）による廃止前の制度要綱に基づき農林水産大臣

が行うことを決定した地域自主戦略交付金（平成 25 年度以降の年度に繰り越された

ものを含む。）を充てて実施した事業であって、後進地域の開発に関する公共事業

に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和 36 年法律第 112 号）に基づき国の負

担又は補助の割合を引き上げることとされているものについては、平成 25 年度以降

は、この要綱により措置するものとする。 

 

附則   この通知は、平成 27 年４月９日から施行する。 

 

附則   この通知は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附則   この通知は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則  

 １   この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 ２  この通知による改正後の別記様式については、令和３年度当初予算以降の予算に

係る国の交付について適用する。 

 

附則   この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附則  

１  この通知は、令和５年４月１日から施行する。 

２  この通知による改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前

の例による。 



 

 

別記様式（第２関係） 

 

    年度補助率差額金申請書 

 

                                番      号  

                                年   月   日  

 

農  林  水  産  大  臣  殿   

（地方農政局長 経由（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長 経由）） 

 

                      県（都道府）知事  氏    名   

 

   年度において補助金の額の確定の通知のあった農山漁村地域整備交付金関係開発指

定事業について、後進地域開発特例法適用団体農山漁村地域整備交付金関係開発指定事業

補助率差額金交付要綱第１の補助率差額金として金  円を交付されたく、下記関係書類

を添えて申請する。 

 

記  

 

１．補助率差額金精算書（集計表）（第１表） 

２．補助率差額金精算書（個表）（第２表の１～第２表の４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第１表） 

    年度補助率差額金精算書 

                                    ○○県  

 

事  業  名  

 

 

    年 度  （前 年 度）      年 度補 助率 差 額   

摘   要  

 

 

精   算   額  引 上 後 の

補 助 金 の 額 

C 

 

交付 申請 額  

C－Ｂ  

事 業 費 確 定 額  

Ａ  

補 助 金 確 定 額  

Ｂ  

 円  円  円  円   

農業農村基盤整備事業      

治 山 事 業      

    ・       

    ・       

    ・       

      

      

      

      

      

      

      

 

 （注）事業名は、第２表の１～第２表の４の事業名とする。 

    C 欄には、引上後の国庫補助金の額を記入のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第２表の１） 農業農村基盤整備事業及び海岸保全施設整備事業（農地）関係 

 

    年度補助率差額金精算書 

                                    ○○県  

 

事  業  名  

 

 

    年 度  （前 年 度）      年 度補 助率 差 額   

摘   要  

 

 

精   算   額  通常 負担  

割   合  

Ｃ  

引 上 後 の

補 助 金 の 額 

Ｄ  

 

交付 申請 額  

Ｄ－Ｂ 

事 業 費 確 定 額  

Ａ  

補 助 金 確 定 額  

Ｂ  

 円  円   円  円   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 （注）Ｄ欄には、付表引上後の国庫補助金の額を記入のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（付表） 

  ○○年補助率差額金算定明細書 
                                      県  
 

区     分  

 

国 庫 負 担 率  
引 上 げ 前 後  

 の 区 分  

事 業 費  
確 定 額  

 

国  

 

県  

 

市 町 村  

 

そ の 他  

 

 
摘      要  

 補 助 金  負 担 率  県  費  負 担 率  分 担 金  負 担 率  分 担 金  負 担 率  
○ ○ ○ 事 業  

 ○ ○ ○ 事 業  

   適 用 事 業  

 
   適 用 外 事 業  

 
  ○ ○ 地 区  

   適 用 事 業  

   適 用 外 事 業  

 
  ○ ○ 地 区  

   以 下 同 上  
 ○ ○ ○ 事 業  

  以 下 同 上  

引 上 げ 前（ Ａ ） 

引 上 げ 後（ Ｂ ） 
 

 

 

  （   ） 

 

（  ） （  ） 

 

（  ） （  ） 

 

（  ） （  ） 

補助金の通知年月日

及 び 番 号  

引 上 げ 前（ Ａ ） 

引 上 げ 後（ Ｂ ） 
 

 

 

   （   ） 

 

（  ） （  ） 

 

（  ） （  ） 

 

（  ） （  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引 上 げ 前（ Ａ ） 

引 上 げ 後（ Ｂ ） 
 

 

 

   （   ） 

 

（  ） （  ） 

 

（  ） （  ） 

 

（  ） （  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
計  

     適 用 事 業  
     適 用 外 事 業  

引 上 げ 前（ Ａ ） 
引 上 げ 後（ Ｂ ） 

 

 

 

 
   (   ） 

 

 
（  ） （  ） 

 

 
（  ） （  ） 

 

 
（  ） （  ） 

 

 

 

（ 注 ） １  区 分 の 欄 は 、 農 山 漁 村 地 域 整 備 交 付 金 交 付 要 綱 （ 平 成 22 年 4 月 1 日 付 け 21 農 振 第 2567 号 農 林 水 産

事 務 次 官 依 命 通 知 ）に 掲 げ る 交 付 対 象 事 業 の う ち 適 用 事 業 ご と（ 事 業 の 一 部 が 適 用 と さ れ て い る 事 業 に

つ い て は そ の 事 業 ） に 記 載 す る こ と 。  

   ２  「 引 上 げ 前（ Ａ ）」の 項 に は 、こ の 要 綱 に 基 づ く 措 置 を す る 以 前 に お け る 通 常 の 各 欄 の 該 当 金 額 又 は

率 を 記 載 す る こ と 。  

   ３  「 国 」の「 負 担 率 」の 欄 の（  ）に は 、２ に よ り 記 載 し た 通 常 の 率 に 特 例 法 第 ３ 条 第 １ 項 に 定 め る 数

（ 以 下「 引 上 率 」と い う 。）を 乗 じ て 得 た 率 を 記 載 し 、そ の 以 外 の 欄 の（  ）に は こ れ に 基 づ き 所 用 の

調 整 を し た 該 当 金 額 又 は 率 を 記 載 す る こ と 。  

   ４  「 引 上 げ 後（ Ｂ ）」 の 項 に は 、 ３ に よ り 記 載 し た「 県 」 の 「 負 担 率 」 の 欄 の 適 用 事 業 （ 事 業 の 一 部 が

対 象 事 業 と さ れ て い る 事 業 に つ い て は そ の 事 業 ）に お け る（  ）の 数 値（ 以 下「 改 訂 県 負 担 率 」と い う 。）

が １ ０ %以 上 あ る と き は ３ に よ り 記 載 し た 各 欄 の 該 当 金 額 ま た は 率 を 記 載 し 、改 訂 県 負 担 率 が １ ０ %未 満

で あ る と き は 「 県 」 の 「 負 担 率 」 の 欄 を １ ０ %と し 、 こ れ に 基 づ い て 所 要 の 調 整 を し て 各 欄 の 該 当 金 額

又 は 率 を 記 載 す る こ と 。  



 

 

（第２表の２） 治山事業関係 

年度後進地域開発法に基づく治山関係開発指定事業補助率差額金精算書 

区    分     年度（前 年 度）    年度補助率差額金  

備 考 開発指定

事 業 名 

開発指定 

事業細目 

精  算  額 通常 

負担 

割合 

①×通常負担

割合×ｎ＝Ａ 

交付申請額 

Ａ－② ①事業費確定額 ②補助金確定額 

治
山
事
業 

○○事業  円 円  円 円 

ｎ＝ 

   

○○事業          

計           
 

離
島
治
山 

事 
 

業 

○○事業          
 

○○事業          

計            

○
○
事
業 

○○事業          

 
○○事業          

 

           
          

  

 
             

  計          
 

合         計            

 

（記載注意） 

１ 開発指定事業名欄には、開発指定事業に係るもののみとし、治山事業、離島治山事業の順に記載する

こと。 

２ 開発指定事業細目欄には、次の要領により記載すること。 

（１）特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（昭和 27年法律第 96 号）第２条に規定する区域（以下

「特殊土壌地帯」という。）のない県 

    河川法（昭和 39年法律第 167 号）第３条第１項に規定する河川の水系に属する河川の流域における

予防治山事業、緊急防災減災対策総合治山事業、機能強化・老朽化対策事業、森林土木効率化等技術

開発事業、林地荒廃防止事業、共生保安林整備事業（自然環境保全治山の実施要件（農山漁村地域整

備交付金実施要領（平成 22 年４月１日付け 21 生畜第 2045 号、21 農振第 2454 号、21 林整計第 336

号、21 水港第 2724 号））の１に該当する事業に限る）及び保安林管理道整備事業の各事業細目（以下

「一級河川等の流域における各事業細目」という。）を記載すること。 

（２）特殊土壌地帯のある県   

   一級河川等の流域における各事業細目並びに特殊土壌地帯における予防治山事業、緊急防災対策総

合治山事業、機能強化・老朽化対策事業、森林土木効率化等技術開発事業、林地荒廃防止事業、共生

保安林整備事業及び保安林管理道整備事業の各事業細目を記載すること。 

３ ｎは、後進地域開発法第３条の規定により算定された国の通常負担割合の引上率とし、Ａの金額は、

円にとどめ円未満は切り捨てること。 

４ 付表を添付すること。 

５ 各事業細目の工事費確定額及び補助金確定額は、付表の指定の項の工事費の欄の金額及び国庫補助金

をそれぞれ記載すること。 



 

 

付表 

    年度治山事業の開発指定事業費明細表 

事業細⽬ 地域 

本⼯事費等 

機 械 

器具費 

⼯ 事 費 

⾦ 額 ％ ⾦ 額 
国 庫 

補助⾦ 

○○事業 

指 定 円  円 円 円 

その他      

計      

○○事業 

指 定      

その他      

計      

○○事業 

指 定      

その他      

計      

 

○○事業 

指 定      

その他      

計      

○○事業 

指 定      

その他      

計      

合 計 

指 定      

その他      

計      

 

（記載注意） 

１ 治山事業、離島治山事業ごとに別紙とすること。 

２ 事業細目欄には、１の各事業について、（第２表の２）治山関係開発指定事業の事業細目欄に掲げ

る事業を記載する。 

３ 地域欄の指定とは、水系又は特殊土壌地帯に係る地域をいう。 

４ 事業細目ごとの指定の項の機械器具費及び工事費の国庫補助金の欄には事業細目ごとに、本工事

費等の計に対する指定の本工事費等の割合（割合はパーセントで表し、小数点第１位にとどめ、第

２位以下を四捨五入とする）をそれぞれの計の額に乗じて得た額（円位にとどめ円未満は切り捨て

る。）を記載すること。



 

 

（第２表の３）  森林整備事業関係 

                                            

                    事業区分：         

都道府県：                

 

年度後進地域開発法に基づく林道関係指定事業補助率差額金精算書  

  年  度 
 
 
予算区分 
 

開発指定事業分  
 
Ａ×0.1 
 
 

Ｄ 

 
Ａ×(通常

負担割合

×引上率) 
 

Ｅ 

差額金Ｆ 

備考 
（引上率）

 
 

路線名 

 
 

補助率 

 
 

精算額 
 
Ａ 

内 訳  
基幹林道 

指定 
年月日 

利用区域

面積 
（うち県

（都道府）

有林面積） 

(Ｂ＋Ｃ

－Ｄ) 
≧Ｅの

場合  
Ｅ－Ｂ 

(Ｂ＋Ｃ－

Ｄ) 
＜Ｅの場

合 
Ｃ－Ｄ 

 
補助金 
確定額 

Ｂ 

 
一般県（都

道府）費 
Ｃ 

 
令第 2 条の

負担金等 
 

  ％ 円 円 円 円  ha 円 円 円 円  
              
              
              
              

 計             
既 交 付 済 額 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／    

今 回 交 付 申 請 額 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／    
未 申 請 額 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／    

（記載注意）  
１ （路線ごとのＥ欄の算出額）が（路線ごとのＡ欄の額）×9/10 より大となる場合においては、当該Ｅ欄の算出額は（路線ごとのＡ欄の

額）×9/10 に相当する額によること。 
２ Ｆ欄には、Ｃ＞Ｄである場合についてのみ記載すること。 
３ 金額は、円位にとどめ、円未満は切り捨てること。 
４ 精算額の内訳欄中の令第２条とは、後進地域開発令第２条をいう。  
５ 基幹林道指定年月日の欄は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第 16 条第１項、山村振興法（昭



 

 

和 40 年法律第 64 号）第 11 条第１項又は半島振興法（昭和 60 年法律第 63 号）第 11 条第１項の規定に基づき農林水産大臣が基幹林道に
指定した年月日を記載すること。 
なお、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第４条第２項の経過措置により、過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年

法律第 15 号）第 14 条第１項の規定に基づき農林水産大臣が基幹林道に指定した林道については、令和９年３月 31 日までの間に限り、
当該指定した年月日を記載すること。 

６ 県（都道府）有林面積の記載は、林道開設事業成績書又は林道改良事業成績書に記載した当該路線に係る県（都道府）有林面積を記載す
ること。 



 

 

（第２表の４）水産基盤整備事業及び海岸保全施設整備事業（漁港）関係  
 

（その１）  
    年度後進地域開発特例法適用団体漁港関係開発指定事業補助率差額金精算書  

                           何何県 第 種    漁港  

 

 

開発指定事業区分  
 
 

 

    年度（前年度） 
 

    年度  

補助率差額金  

 

 

摘要  
 

 

 

精 算 額   

通 常 負

担割合  

  ③  

 

①×③×

引上率＝

Ａ  

 

交 付 申

請額  

Ａ－②  

事 業 費

確定額  

  ①  

補 助 金

等確定  

額 ②  

又特  

は定  

指漁  

定港  

漁漁  

港場  

漁整  

場備  

整事  

備業  

事  

業    

外かく施設又は水域施

設  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

係留施設     

    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

輸送施設又は漁港施設

用地（公共施設用地に限

る。）  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

計        

海岸保全施設整備事業又は漁

港関連道整備事業  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合   計  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注１ この表は、特例法第２条第１項に規定する適用団体が漁港関係開発指定事業に

係る補助率差額金を算定する場合に作成するものとする。  

 ２ この表は、漁港別又は漁港海岸別に作成すること。  

 ３ この表は、漁港区域に係る海岸保全施設整備事業については、別紙で作成する

こと。  

 ４ 事業費確定額欄には、適正化法第１５条の規定により当該漁港関係開発指定事

業に係る通常負担割合による補助金等の額の確定の基礎となった事業費精算額を

記載すること。なお、離島振興法に基づく事業に係る経費の額については、その

旨摘要欄に記載すること。  

 ５ 補助金等確定額欄には、適正化法第１５条の規定に基づき、通常負担割合によ

る補助金等の額の確定について通知した額を記載すること。  

 ６ 引上率は、特例法第３条の規定により算定された引上率とする。  

 ７ ２カ年にわたり申請する時は、各会計年度ごとの額を摘要欄に記入すること。  



 

 

（その２）  
年度後進地域開発特例法適用団体漁港関係開発指定事業補助率差額金算定明細書  

                           何何県 第 種    漁港   

開 発 指 定

事業区分  
 

国 庫 負

担 率 引

上 前 後

の区分  

事 業

費 確

定額  
 

国  県  市町村  その他  摘要  
 補助  

金等  

負担  

率  

県費  
 

負担  

率  

分坦  

金  

負担  

率  

分担  

金  

負担  

率  

特 定 漁 港

漁 場 整 備

事 業 又 は

指 定 漁 港

漁 場 整 備

事業  

 
 

 
 

円  
 
 

 

円  
 
 

 

％  
 
 

 

円  
 
 

 

％  
 
 

 

円  
 
 

 

％  
 
 

 

円  
 
 

 

％  
 
 

 

 
 

 
 

１ 外 か く

施 設 又 は

水域施設  
 

引 上 げ

前(Ａ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引 上 げ

後(Ｂ) 

 
 

( ) 
 

(  ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

 
 

２ 係 留 施

設  

(Ａ)           

(Ｂ)  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

３ 輸 送 施

設 又 は 漁

港 施 設 用

地（公共施

設 用 地 に

限る。）  

 

(Ａ)           

(Ｂ) 
 

 
 

 

 
 

 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

 
 

 

 
 

 

計  

(Ａ)           

(Ｂ) 
 

 

 
( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

 

海 岸 保 全

施 設 整 備

事 業 又 は

漁 港 関 連

道 整 備 事

業  

(Ａ)           

(Ｂ) 
 
 

 

 
 

 
 

( ) 
 
 

 

( ) 
 
 

 

( ) 
 
 

 

( ) 
 
 

 

( ) 
 
 

 

( ) 
 
 

 

( ) 
 
 

 

( ) 
 
 

 

 
 

 
 

合 計  
(Ａ)           

(Ｂ)  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  



 

 

注１ この表は、特例法第２条第１項に規定する適用団体が漁港関係開発指定事業に

係る補助率差額金を算定する場合に作成するものとする。  

 ２ この表は、漁港別又は漁港海岸別に作成すること。  

 ３ この表は、漁港区域に係る海岸保全施設整備事業については、別紙で作成する

こと。  

 ４ 事業費確定額欄には、適正化法第１５条の規定により当該漁港関係開発指定事

業に係る通常負担割合による補助金等の額の確定の基礎となった事業費精算額を

記載すること。なお、離島振興法に基づく事業に係る経費の額については、その

旨摘要欄に記載すること。  

 ５ 補助金等確定額欄には、適正化法第１５条の規定に基づき、通常負担割合によ

る補助金等の額の確定について通知した額を記載すること。  

 ６ 引上率は、特例法第３条の規定により算定された引上率とする。  

 ７ 引上前（Ａ）の項の国の負担率欄には、国の通常負担割合を、引上後（Ｂ）の

項の国の負担率欄には、特例法第３条の規定により算定された引上率をそれぞれ

該当欄に記載すること。  

 ８ 市町村分担金欄及びその他分担金欄には、それぞれ特例法第３条第３項の分担

金、負担金その他これに準ずるもの（以下「分担金等」という。）を徴収するこ

ととしている場合において、それぞれ該当欄にその分担金等の額を記載すること。

なお、摘要欄には、地方財政法第２７条、地方自治法第２２４条等分担金等の徴

収の根拠を記載すること。  

 ９ 引上げ後の項の分担金欄には、施行令第２条の規定により分担金等の負担割合

又はその基準の引下げについて承認を得ている場合は、その引下げた後の分担金

等の額を記載し、摘要欄にその承認年月日を記載すること。  

 10 引上後（Ｂ）の項の国、県の各該当欄の括弧内には、単に引上率及びこれを基

準として算定した当該欄ごとの額及び率を記載し、同行のその下には特例法第３

条第２項を適用した場合の適用後の額（実数）及び率を割書により記載すること。 


	01_補助率差額金交付要綱（R５当初）本文
	02_補助率差額金交付要綱（R５当初）別記様式

